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○福生市道路占用料徴収条例施行規則 

昭和56年12月28日規則第30号 

改正 

平成11年12月17日規則第34号 

平成16年12月24日規則第66号 

平成17年５月18日規則第71号 

平成20年３月31日規則第21号 

平成28年３月30日規則第28号 

福生市道路占用料徴収条例施行規則 

（目的） 

第１条 この規則は、福生市道路占用料徴収条例（昭和56年条例第44号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

（占用料の減免） 

第２条 条例第３条に規定する占用料の減免の額は、市長が別に定める。 

２ 条例第３条の規定による占用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ道路占用料減免申請

書（別記様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、占用料の減免を決定したときは、道路占用料減免決定通知書（別記様式第２号）によ

り当該申請をした者に通知するものとする。 

（占用料の督促） 

第３条 占用料の督促は、道路占用料納入督促状（別記様式第３号）によるものとする。 

（占用料の返還） 

第４条 条例第４条第２項ただし書の規定により占用料を返還する場合の通知は、道路占用料返還

通知書（別記様式第４号）によるものとする。 

２ 前項の規定による通知を受けた者の返還請求は、道路占用料返還請求書兼領収書（別記様式第

５号）によるものとする。 

附 則 

この規則は、昭和57年４月１日から施行する。 

附 則（平成11年12月17日規則第34号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年12月24日規則第66号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年５月18日規則第71号） 

この規則は、平成17年６月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月31日規則第21号） 

１ この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の（中略）福生市道路占用料徴収条例施行規則（中略）により現にある

様式は、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。 

附 則（平成28年３月30日規則第28号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって施行日前にされた行政庁

の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、な

お従前の例による。 
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別記様式第１号（第２条関係） 
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別記様式第２号（第２条関係） 
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別記様式第３号（第３条関係） 
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別記様式第４号（第４条関係） 
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別記様式第５号（第４条関係） 
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